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平成２６年度における中部地方整備局管内の 
ダム事業費等監理委員会 開催結果（速報版）について 

 

 

ダム建設事業は、調査計画段階から用地補償、生活再建、ダム本体施工を経て管理

段階に至るまで、長い期間と多額の事業費を必要とするプロジェクトであり、事業者

として、これまでにも増して、より一層のコスト縮減、工期遵守に取り組んでいくこ

とが求められています。 
 

このため、平成２０年８月５日に各事業ごとに「ダム事業費等監理委員会」を設置

し、毎年、コスト縮減策やその実施状況、事業の進捗状況、工事工程の進捗状況等に

ついて、ご意見を頂いております 
 

平成２６年度についても、委員会を開催し、次のご意見を頂きました。 

 

 

 

＜開催結果（速報版）＞ 

【新丸山ダム事業費等監理委員会】http://www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/ 

○経年的に環境影響検討等行われているが、基準を設けることで完了時期を明確にす

ることが必要とのご意見をいただきました。 

○コスト縮減に対しては、住民の方等のご理解をいただきながら付替道路の幅員縮少

等を行っていることは評価でき、今後の道路計画においても同様に努めていただき

たいとのご意見をいただきました。 

 

【設楽ダム事業費等監理委員会】 

 http://www.cbr.mlit.go.jp/shitara/01menu/18kanshi/kanshi.html 

○生活再建者の方々への配慮については、県・町と協力して相談等を受け取る体制を

とっていると確認できたが、生活再建者の方々の生活も考慮し、関係機関と連携し

て中長期的に実施していくことが必要ではないかとのご意見をいただきました。 

 

【天竜川ダム再編事業費等監理委員会】http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ 

○今後の置土実験の費用対効果、評価のシステムの構築についてご意見をいただきま

した。 

 

【三峰川総合開発ダム事業費等監理委員会】http://www.cbr.mlit.go.jp/mibuso/ 

○事業計画については、全体事業費内で計画的に執行するようにとのご意見をいただ

きました。 

   

 



 

＜問合せ先＞   

          国土交通省中部地方整備局新丸山ダム工事事務所 

            副所長    小池 仁 

                      ＴＥＬ ０５７４－４３－２７８０ 

                  国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所 

            副所長    栗木 信之 

                      ＴＥＬ ０５３６－２３－４３３１ 

          国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所 

            副所長    土田 秀樹 

                      ＴＥＬ ０５３－４６６－０１１１ 

          国土交通省中部地方整備局三峰川総合開発工事事務所 

            副所長    荒木 秀文 

            ＴＥＬ ０２６５－９８－２９２１ 



天竜川ダム再編事業費等監理委員会 運営要領

第１条（総 則）

本要領は、「中部地方整備局ダム事業費等監理委員会設置要領（平成２１年４月２３日付、

国部整河計第１１号）」第６条の規定に基づき、天竜川ダム再編事業費等監理委員会（以下、

「委員会」という。）の運営に関する必要な事項を定めるものである。

第２条（組 織）

１．委員会は、別紙の委員をもって構成する。

２．委員長は委員の互選によって選出し、委員会を総括するものとする。

３．必要に応じ、委員長の指名する委員を追加することができる。

第３条（所掌事項）

委員長は、事務所長からの要請を請けて委員会を招集するものとする。委員会は、原則とし

て以下の事項について、確認を行うとともに意見を述べるものとする。なお、これ以外の事項

について、事務所長から要請のあった場合には、確認を行うとともに意見を述べるものとする。

１）事業の進捗状況

２）当該年度の予算と事業内容

３）当該年度の目標とスケジュール

４）コスト縮減策の具体的な内容

第４条（委員の任期）

委員の任期は、原則として委嘱のあった日から５年間とする。なお、５年以内に当該事業が

完成した場合は、管理に移行する日までとする。

第５条（事務局）

委員会の事務局は、浜松河川国道事務所開発工務課に置くものとする。

第６条（委員長への委任）

この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

附 則

この運営要領は、平成２１年１１月３０日から適用する。

平成２３年１１月１日 一部改定。

平成２５年８月２８日 一部改定。

平成２６年８月２６日 一部改定。

天竜川ダム再編事業費等監理委員会
資料－１



別紙

天竜川ダム再編事業費等監理委員会・名簿

委 員

区 分 専門分野 氏 名 所 属

環境経済ｼｽﾃﾑ 小川 芳樹 東洋大学経済学部総合政策学科／教授
お が わ よ し き

学識経験者

公認会計士 髙木 正樹 公認会計士髙木正樹事務所
た か ぎ ま さ き

マスコミ 鈴木 泰彦 中日新聞社設楽通信部／編集委員
すず き やすひこ

交通工学 松本 幸正 名城大学理工学部社会基盤デザイン工学
まつもと ゆきまさ

科／教授

ダム維持管理 松尾 直規 中部大学工学部都市建設工学科／教授
ま つ お な お き

ｺﾝｸﾘｰﾄ工学 内田 裕市 岐阜大学総合情報メディアセンター
うち だ ゆういち

高度情報システム開発研究部門／教授

関係機関等 杉保 聡正 静岡県交通基盤部河川砂防局長
すぎ ほ としまさ

前川 守 電源開発(株)中部支店長代理
まえかわ まもる

（順不同、敬称略）

事務局等

区 分 氏 名 所 属

中部地方整備局 安藤 元治 河川部広域水管理官
あんどう もとはる

加藤 史訓 浜松河川国道事務所長
か とう ふみのり


